
 

 

【取材に関する問い合わせ先】 

御代田町役場 

総務課情報防災係      電話番号：0267-32-3111 

担当：新井 佐藤      メールアドレス：jouhou@town.miyota.lg.jp 

報道機関各位 

プレスリリース 

 

 

 

 

 

 

 

御代田町(町長 小園 拓志)は、大規模災害発生時に被災した住民等の生活の安定を

図ることを目的に、佐川急便株式会社と「災害時における支援物資の受入及び配送等に

関する協定」を令和８年４月 17 日(金)に締結します。 

本協定は、本町で大規模な災害が発生した場合において、被災者に対して食料及び生

活必需品等の物資の安定供給を行うことにより、被災者の生活の安定を図ることを目的

として、物資の受入及び配送等の要請手続といった事項を定めているものです。 

佐川急便株式会社では、全国の各市町村と同様の協定締結を進めてこられたところ、

この度、御代田町にもお声掛けがあり、町としても避難所等へ迅速かつ安定した物資搬

送をはじめ、物資集積拠点の確保や荷役作業を進めるにあたり、極めて有効であると判

断、調印式に至りました。 

 

－ 協定調印式日程 － 

日 時：令和８年４月 17 日（金）午前 10 時～ 

会 場：御代田町役場２階 庁議室 

内 容：①概要等説明 ②協定書調印 ③写真撮影 ④調印者挨拶、質疑応答 

調印出席者 佐川急便株式会社 信越支店長 外山 智 氏 

御代田町長 小園 拓志 

 

令和８年４月１０日 

御代田町は佐川急便株式会社と災害協定を締結します 

～佐川急便株式会社のネットワークとノウハウにより迅速な物資提供～ 


